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ＪＲ東海労要求主旨
ＪＲ東海労はこの間、労使関係、労働条件の改善、安全確立に向けて、

組合員の切実な要求を会社に申し入れてきましたが、会社の不誠実な姿勢に

よって、多くの要求は改善されないままになっています。

今回の交渉にあたり、とりわけ注目すべきことは、今年度で改訂から10年

を迎える人事賃金制度についてです。努力に見合った昇給が実現されていな

いと感じている社員が多くいる中、これでは仕事への意欲など起きえません。

この間、会社は右肩上がりで業績を伸ばし、今第一四半期においても対前年

比で上回りました。これは、厳しい労働条件のもと、社員が必死に働いてき

たからこその業績です。組合員や現場で働く社員の労苦に応える人事賃金制

度の改善が必要です。

また、60歳以降の雇用について、組合員が安心して働ける制度にはほど遠

いまま放置されています。このままの制度・運用ではとても働き続けられな

いと職場を去る組合員・社員は少なくありません。今後少子化による労働者

の減少により高齢者の労働力が会社にとって貴重なものとなることは明らか

です。高齢者が安心して働けるような制度の改善と、運用の展開が是非とも

必要です。

ところで、会社はＪＲ東海労の意見に耳を傾けずリニア中央新幹線建設を

進めています。そして、大阪延伸の前倒しのため、政府からの財政投融資の

方針を受け入れることを示しています。組合との協議すらせずに会社経営を

左右する大問題を一方的に進めることは、労使の信義に反し、政治介入を許

すこととなり、国鉄崩壊の二の舞を招きかねません。リニア中央新幹線建設

は、会社経営への圧迫と、その影響による現状の労働条件のさらなる切り下

げ、利用客への負担など、将来の会社経営を不安定不健全にする要素しか見

あたりません。経営破綻が現実とならないよう、労使はしっかりと責任を持

たなければなりません。

このような立場から私たちＪＲ東海労は、職場で汗して働く組合員・社

員の将来展望を見据えつつ、2016年度基本協約・協定改訂交渉を進めていき

ます。会社の誠意ある対応を求め、今次交渉にあたってとします。
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2016年度協約・協定改訂第１回団体交渉
本部は８月19日、2016年度協約・協定改訂に向け、第１回団体交渉を開催し

ました。ＪＲ東海労の要求趣旨、会社の交渉に臨む基本姿勢は以下の通りです。

第２回団体交渉は８月24日13時からです。
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会社の姿勢


